
 
平成１８年度第１回庁議 
日 時：平成１８年４月７日(金) 午後１時から午後３時３０分 
場 所：本庁３階応接会議室 
出席者：市長、助役、収入役、教育長及び各部局長 

     議会事務局長が公務出張のため、議事課長が出席 
 会次第 １ 市長あいさつ 
     ２ 議  題 

（１）平成１８年度予算執行方針について（企画部） 
（２）平成１８年度各部局の執行方針について（各部局） 

３ 連絡事項 
（１）平成１８年度監査実施計画書について（監査委員事務局） 
（２）第四次新居浜市長期総合計画後期戦略プランについて（企画部） 

 
      
１ 市長挨拶 
４月の人事異動により、新たなメンバー構成での初めての庁議となります。本日は４月７日で

少しは落ち着いてきたとは思いますが、庁議は新居浜市の最高の意思決定機関であるということ
を、常に認識してこの会議に臨んでいただきたいと思います。 
本日の議題には予算執行方針や各部局の執行方針があがっておりますが、本年度は第四次長期

総合計画の後期戦略プランの初年度にあたります。第四次長期総合計画の目指す都市像は「心と
技と自然が調和した誇れる新居浜」であり、行政改革のスローガンは「困った時には頼りになる
市役所づくり」です。施政方針でも申し上げましたように、この「心」「調和」「誇り」「頼り」
という言葉には、数字だけでは表すことのできない、人の心を大切にしたいという気持ちが込め
られており、その意味を再確認しながら、後期戦略プランの実現に向けて、各部局長がおおいに
指導力を発揮し、部局、課所の職員が一丸となって事業の推進に取り組んでいただきたいと思い
ます。昨年度に引き続き、厳しい財源の中での予算編成となった平成１８年度予算ではあります
が、限られた財源の中でも最大の効果をあげることができるよう、各部局で一層の行財政改革へ
の取り組みをお願いします。 
 
２ 議事 
 
市長  それでは、議事に入ります。 
（１）平成１８年度予算執行方針について（企画部） 
市長    企画部から説明をお願いします。 
<企画部長が別添資料（平成１８年度予算執行方針骨子）に沿って説明>   

市長    質問はありませんか。ないようなら、予算執行方針については、以上のとおり決定 
します。予算執行方針は、本日通知するので、確認することがあれば、企画部に問 
い合わせてください。 

 
市長    次の議事に入ります。 
（２）平成１８年度各部局の執行方針について（関係部局） 
市長    長くなるので、３部ずつお願いします。 
<企画部・総務部・福祉部 別添資料（部局執行方針）に沿って説明>  



助役    総務部、電話交換機の更新は、いつ頃するのか。 
総務部長  工事の入札は済んでおり、今年の７月です。 
助役    どうして、そんなにかかるのか。 
総務部長外 注文生産なので、電話交換機は今から仕様書に基づいて作るため、切り替え工事を

含め、７月末日までに完成の予定です。 
助役    福祉部、幼保一元化(幼稚園と保育園の一体化)は、去年から言われているが、庁内

で協議したのか。 
福祉部長  具体的には、教育委員会とは協議していないと聞いている。福祉部としては、保育

所の民営化の問題もあり、トータルに考えていきたい。 
助役    具体的に話を進めるように。 
市長    水防本部の設置訓練をやりたい。人事異動で、本部員も多くの人が変っている。 
助役    水防本部は消防であり、以前にも言ったと思うが、設置協議から、避難勧告などを

含め解散までの一連の訓練を、雨季前の６月の初めまでに実施してほしい。 
市長    福祉部、保育所の民営化については、保護者に対して、説明を５月中に行うと約束

している。それまでに、庁内の方針案を作ってほしい。 
市長    企画部、瀬戸寿上水道問題は、担当は総合政策課であるが、瀬戸寿上水道組合との

交渉、折衝は、引き続き、総務部長に、特命であたってもらう。水道局の次長にも、
引き続き交渉にあたってもらう。交渉窓口は変えない。解決できるよう、場合によ
っては、私も説明に行く。 

<市民部・環境部・経済部 別添資料（部局執行方針）に沿って説明> 
助役    市民部、自治会への支援のあり方で、自治会館建設の今年度の予定はあるのか。自

治会館建設のための補助事業である県の地域環境整備事業もなくなると聞いてい
るが。 

市民部長  自治会館建設は、今年度の予定はない。地域環境整備事業はなくなるのでは、との
話を聞いている。 

助役    市民部、コミュニティＦＭは早くするように。市民課の本人確認は、厳格に行うよ
うにすること。環境部、ごみの分別については、地域でのもめごとのないようステ
ーションを決めるよう徹底すること。次に、経済部、企業誘致できる土地は１区画
しかないが、企業の誘致に務めるとともに、市内の遊休地の斡旋に早期に取り組む
こと。 

市長    市民部、自治会への支援のあり方では、補助金でなくて、地域との関係を整理して
交付金的な考え方で使いやすくして、自由に活動してもらうよう考えてもらいたい。 

市民部長  補助金公募の時点から議論になっているが、自治会本来の役割、本市における住民
自治の主要な組織として、基本的な組織としての位置付けを再確認する中でやって
いきたい。 

市長    事業によっては、公民館の方が先に進んでいるようだが、公民館活動でしているも
のと、自治会がしていることで、重複していることがあるので、整理するように。
基本的には、限られた財源の中で、より使いやすいようにしてもらいたい。 

助役    経済部、漁政についてであるが、育てる漁業を、プロジェクトチームのようなもの
を作って推進するなどのことを考えてもらいたい。 

市長    環境部、ごみの分別はうまくいっているのか。 
環境部長  ペットボトルは、前日に回収用ネットを配布することになっており、最初なので、

市職員も委託業者と一緒に回っているが、夜の７時、８時までかかっている。費用
の関係もあり、方法を再検討する必要があるかも知れない。 



<建設部・議会事務局・水道局 別添資料（部局執行方針）に沿って説明> 
助役    建設部、都市計画マスタープランの見直しでの議会との協議、議員さんに認識を統

一してもらい、出発点を間違わないように十分説明しておくように。また、国領川
緑地の再生整備については、どうか。 

建設部長  河川敷公園については、総合健康運動公園の一部としての位置づけを検討しており、
今後、河川管理者である愛媛県をはじめ、関係者と協議して行く。 

助役    角野船木線の工期は、自治会の強い要望があるので、精査して行うように。 
建設部長  １９年度当初の１０ヵ年実施計画の中で、年度計画が前に進められるよう努力した

い。 
助役    菊本東筋線は公図の問題がある所があるが、どうなっているのか。 
建設部長  市道の境界は変わらないので、当初に予算化できれば、１９年度に建設できる。 
助役    議会事務局、海外都市行政調査は、愛媛県では、どれぐらいの市が参加しているの

か。 
議事課長  実態の数字は、把握していない。 
助役    先ほど、一昨年度は、誰々がどこそこに行ったといったが、二人は別々に行ったの

か。一緒に行ったのか。 
議事課長  別々に行っている。 
<教育委員会事務局・監査委員事務局・消防本部 別添資料（部局執行方針）に沿って説明> 

市長    教育委員会事務局、養護学校の児童生徒は、結局、何人になったのか。 
教育長   ２３人です。 
助役    教育特区(新居浜市伝える力を育てる教育特区)は、英語で話そうとか２件と聞いて

いるが、具体的に学校は決まっているのか。 
教育長   「英語で話そう科」が神郷、角野、宮西、新居浜の４小学校。日本語の「表現科」

が、惣開、高津、大生院の３小学校と大生院中学校の４校で、大生院については小
中一貫校を見据えてのことである。 

助役    何年生が対象か。それぞれ、学校で違うのか。 
教育長   英語も、日本語も、全学年が対象で、総合的学習の時間を週１回あて、小学１、２

年生は、生活科の時間をあてる。 
助役    各部局長にお願いするが、監査の指摘事項は、必ず改善すること。もう一度、帰っ

て、講評を見直して、指摘事項を確認するように。 
助役    消防本部、総合的な防災体制の強化で、地域担当者を２名配置すると言っていたが、

各校区に年間を通して、各地区に固定した人を決めるのか。災害時に公民館に居る
のか。 

消防長   若い職員を各公民館に２名程度張り付けたい。平常時に、窓口担当となり、自主防
災組織など、地域から質問や相談があればのれるようにしたり、地域の要望があれ
ば、土のうの作り方など教えたりする。予算化されていないので、まだ、形になっ
ていないが、この１年で固めていきたい。 

<農業委員会事務局・港務局・選挙管理委員会事務局 別添資料（部局執行方針）に沿って説明> 
市長    港務局、港湾改修重要事業の平成１８年度の国庫補助は、要望額の９０％の内示が

あったとのことだが、影響はないのか。 
港務局   内示された予算の範囲内で、いろいろ工夫をしていきたい。また、補正の可能性も

ある。 
市長    建設部、さかのぼるが、民間木造住宅耐震診断は、昨年は９件だった。リフォーム

で耐震改築をすると税制で優遇されるなどを市民へアピールし、促進すること。 



市長    他にありませんか。では、目標管理、議会答弁を含めいろいろな課題があるが、平
成１８年度はこの部局執行方針を決定するので、積極的に実施していただきたい。 

 
市長    次に、連絡事項をお願いします。 
３ 連絡事項 
（１）平成１８年度監査実施計画書について（監査委員事務局） 

～監査委員事務局(部局執行方針内)～ 
（２）第四次新居浜市長期総合計画後期戦略プランについて（企画部） 
 ・１０ヵ年実施計画の内、平成１８年度から２２年度の５年間は、この後期戦略プランに基づ

いた事業の進行管理を行うので、各部局長は再認識をしてもらいたい。 
・５月１６日、１７日、１８日の３日間にて、全職員を対象とした後期戦略プランの研修を計

画している。その講師には、総合計画策定委員会での各まちづくりの部会長、または、副部
会長の方にお願いしたい。異動している場合は、後任者にお願いしたい。詳細が決定しだい
連絡する。 

（引き続いて、） 
・ 既に通知している、目標管理、一課一改善運動及び事務執行方針などの提出期限を厳守す

ること。今後とも、各種書類の作成、提出には、その提出期限を厳守するよう依頼。 
市長   他にありませんか。ないようなら、時間もありますので、先ほど、建設部長が言って

いた国道、県道の市の整備状況を説明をお願いします。 
 <建設部長が、国道、県道の市の整備状況を説明。>  
 
市長   他に事務連絡等はありませんか。先ほど、企画部長が言った年度初めの各提出物をき

ちんとするように。では、本日の庁議は終わります。 
 
 


